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1ローカル5Gの概要

地域と産業の個別ニーズに応じて
様々な主体が柔軟に構築／利用可能な無線通信システム

出典：5Gの全国展開に向けて（総務省 総合通信基盤局 電波部長：2019年6月12日) P.19



2ローカル5Gの免許主体

ローカル5Gの免許主体は、原則として「建物又は土地の所有者等」
これらよりシステム構築依頼を受けた者(＝事業者等)も免許取得が可能

出典：情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会報告 概要
(新世代モバイル通信システム委員会：2019年6月18日) P.11

建物又は土地の所有者等
に免許することを基本

建物又は土地の所有者等から
システム構築を依頼された者も

免許所得が可能
出典：情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会報告 概要

(新世代モバイル通信システム委員会：2019年6月18日) P.9

ただしMNOは免許取得不可

全国キャリア(MNO)については
当面、免許付与は不可
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⓪ システム構築・免許主体は土地所有者自身
自己(土地所有者)の利用を前提

① システム構築・免許主体は事業者
自己(土地所有者)の利用を前提

② システム構築・免許主体は事業者
他人(土地所有者以外)の利用を前提

③
事業者の土地に基地局を設置
システム構築・免許主体も事業者

他人(土地所有者以外)の利用を前提

総務省殿土地所有者等

総務省殿土地所有者等 事業者

総務省殿土地所有者等 事業者

総務省殿事業者(=土地所有者等)

免許申請

免許申請

免許申請

免許申請

システム構築等依頼

システム構築等依頼

事業者独自でエリア化

ローカル5Gで考えられる形態(免許主体・利用者)
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⓪ 自社敷地内での利用
(システム構築力のあるユーザ等)

①
自社敷地内での利用

(システム構築力のないユーザ等)
※事業者によるローカル5G導入提案営業も想定

② 賃貸住宅・自治体等での利用
※事業者によるローカル5G導入提案営業も想定

③ 事業者によるローカル5Gエリア化

形態別の利用イメージ
土地所有者等

土地所有者等 事業者

土地所有者等 事業者

事業者(=土地所有者等)

例：
• 自社工場内機材の
遠隔操作・監視

• スタジアムでの
VR動画サービス

例：
• 居住者向け
高速通信サービス

• 各種通信環境改善
(WIFI整備のイメージ)



5ローカル5Gと全国キャリアとの連携

ローカル5Gサービスの補完として、全国キャリア帯域の利用は可能

出典：情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会報告 概要
(新世代モバイル通信システム委員会：2019年6月18日) P.11

全国キャリアのサービス補完に
ローカル5Gを利用することは
趣旨に反するとされる

ただし逆(全国キャリアサービスの補完)は不可

ローカル5Gのサービス補完に
全国キャリアを利用することは可能
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ローカル5Gエリア 全国キャリア網(MNO)

ローカル5Gで考えられる形態(全国キャリアとの連携)

全国キャリア網の補完としての
ローカル5Gエリアは利用不可

ローカル5Gエリアの補完としての
全国キャリア網は利用可能

ローカル5Gエリア 全国キャリア網(MNO)

連携OK

連携NG

提供主体

提供主体

ローカル5G側が提供主体の場合は、全国キャリアと連携可能
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ローカル5Gエリア 全国キャリア網(MNO)

連携の利用イメージ

例：
エリア内では自営網利用

エリア外ではMNO利用が可能な
携帯電話サービス

自営網
利用

提供主体
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① ①’

② ②’

③ ③’

ローカル5G事業者による主な提供形態(免許主体・利用者・連携)

ローカル5Gエリア

ローカル5G事業者による主な提供形態をまとめると以下のとおり

ローカル5Gエリア 全国キャリア網(MNO)

土地所有者等 事業者

土地所有者等 事業者

事業者(=土地所有者等)

土地所有者等 事業者

土地所有者等 事業者

事業者(=土地所有者等)

ローカル5Gのみ提供 ローカル5G + 全国キャリア連携サービス提供



9NTT東西殿のローカル5Gへの参入意向

NTT東西殿がローカル5Gへの参入意向を示す
(NTTドコモ殿との関係は「競合」ではなく「連携」との見解)

出典：日本経済新聞 電子版(2019年5月10日)

NTT東日本・西日本は
ローカル5Gに参入したい意向を明らかに

ローカル5Gは地域限定ネットワークとなるので
ドコモとは競合しない、むしろ連携できるのでは



10NTT殿分社化の経緯・NTT東西殿の役割

NTT殿

NTT殿民営化
(1985年)

NTT殿
(持株会社)

移動体分離
(1992年)

再編成
(1999年)

NTTドコモ殿
NTTコミュニケーションズ殿

NTT東日本殿
NTT西日本殿

NTTドコモ殿 ：移動体事業

：地域電気通信業務
（分社化による競争への期待）

電電公社の民営化後、公正有効競争の確保等の観点よりNTT殿は分社化
NTT東西殿の役割は地域電気通信業務であり、分社化による競争も期待された

NTT東西殿のローカル5G参入是非については、公正競争確保の観点での検討が必須
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①

②

③

NTT東西殿参入時に考えられる影響①

ローカル5Gエリア

NTT東西殿は、非常に優位な立場となる
(他事業者が排除され、個別ニーズに応じた5Gシステム構築が行われない懸念)

土地所有者等 事業者

土地所有者等 事業者

事業者(=土地所有者等)

NTT東西殿の
ローカル5G
提案営業

独占的・市場支配的な
地域電気通信事業者
強大な営業基盤

NTT東西殿の
土地・建物を
利用した提供
公社時代からの資産

優
位
性

優
位
性

優
位
性

他の事業者等
実
質
的
排
除

・・・

NTT東西殿の市場支配力の行使を制限する措置が必要



12参考：NTTグループ殿の保有資産活用等の動き

出典：NTTアーバンソリューションズグループ 中期ビジョン Road to 2030 (2019年5月10日)

自治体等とのパイプをNTT東西殿が担いつつ
NTTグループ各社のソリューションを活用

全国の局舎等のリソースを最大限活用

グループ各社が持つそれぞれの地域での
自治体や地域企業等とのつながりを発展・深化
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①’

②’

③’

NTT東西殿参入時に考えられる影響②

NTT東西殿 NTTドコモ殿

土地所有者等 事業者

土地所有者等 事業者

事業者(=土地所有者等)

NTT東西殿とNTTドコモ殿の連携により、さらに優位性を増す
(そもそものNTT東西殿の優位性に加えて)

他の事業者等
NTTグループ
による連携

禁止行為対象
事業者同士の

連携

・・・

優
位
性

優
位
性

優
位
性

NTT東西殿の
ローカル5G
提案営業

独占的・市場支配的な
地域電気通信事業者
強大な営業基盤

NTT東西殿の
土地・建物を
利用した提供

公社時代からの資産

圧倒的優位性を有すると考えられ、連携の制限等、公正競争確保のための措置が必要
(排他的連携か否かを問わず)

実
質
的
排
除
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ローカル5Gエリア間の連携
(NTTコミュニケーションズ殿等)

NTT西日本殿
ローカル5G

NTT東西殿参入時に考えられる影響③

NTT東西殿とNTTドコモ殿の連携がなくとも、
NTT東西殿の業務(地域電気通信業務)の範囲を超える提供がなされるおそれ

NTT東日本殿
ローカル5G

NTT法や過去の公正競争要件を踏まえた議論が必要



15まとめ

ローカル5G市場において、
NTT東西殿の市場支配力の行使を制限する措置が必要

NTT東西殿とNTTドコモ殿の連携は圧倒的優位性を有するため、
連携の制限等、公正競争確保のための措置が必要

(排他的連携か否かを問わず)

NTT東西殿のローカル5Gエリア間の連携の是非については、
NTT法や過去の公正競争要件を踏まえた議論が必要
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参考資料



17ローカル5Gの利用イメージ

出典：情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会報告 概要
(新世代モバイル通信システム委員会：2019年6月18日) P.10


